
公園・緑地
問 都市計画課�施設係　☎773-6662

都市公園の利用
　市内に26か所の都市公園があり、市民の憩いの場と
して開放しています。
　公園を、独占して使用する場合などには許可が必要
で、使用料をいただくことがあります。事前にご相談く
ださい。
●許可が必要な行為
　①行商、募金、署名運動など
　②業としての写真・映画撮影
　③興行
　④�競技会、展示会、博覧会などの催しのため、公園の
全部、または一部を独占して利用する場合

●禁止されている行為
　①公園を壊したり、汚したりすること
　②木の伐採や植物の採取
　③土地の形質を変えること
　④鳥獣の捕獲や虐待
　⑤はり紙などをすること
　⑥立入禁止区域に立ち入ること
　⑦�駐車場以外の場所への車両乗り入れや駐車
　このほか、ゴルフの練習や犬のフンの不始末、ごみの
散らかしなど、他の利用者の迷惑になるような行為は
絶対にしないでください。誰もが快適に利用できるよ
うに、マナーを守りましょう。
※�市内には都市公園のほか、行政区などが管理する公
園や緑地があります。都市公園以外の公園などの利
用は、各管理者にご確認ください

市内の都市公園
名称 位置

大原運動公園 万条新田417
上町公園 六日町900-6
仲町児童公園 六日町1799-4
中央児童公園 六日町180-20
駅西児童公園 六日町2811
美佐島児童公園 美佐島104-9
宮児童公園 宮287-3
五日町公園 五日町8-15
浦佐駅東口児童公園 浦佐798-2
浦佐前島児童公園 浦佐903-1
浦佐上島児童公園 浦佐605-3
浦佐中島児童公園 浦佐509-1
浦佐袋田児童公園 浦佐1620-1
塩沢中央公園 塩沢1112-36
北原公園 塩沢862-1
美佐島河川公園 美佐島1293-2
銭淵公園 坂戸392
登川河川公園 大木六1502-1
駅西緑地 六日町2992
津久野緑地 津久野1112-17
新堀新田緑地 新堀新田629-909
田崎緑地 田崎541-8
塩沢駅前緑地 塩沢1169-48
かまくら桜ヶ丘公園 片田329-15
小栗山公園 小栗山93-15
八色の森公園（県立公園） 浦佐5483-1

公園の施設
　公園には遊具などさまざまな施設があります。施設
が壊れたり、危険な箇所を発見した場合は、ご連絡くだ
さい。
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